
   川越市障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第

７６条の３に規定する情報公表対象サービス等情報及び児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）第３３条の１８に規定する情報公表対象支援情報（以

下「障害福祉サービス等情報」という。）の公表等について、川越市（以下「市」

という。）が、市の指定する事業者から報告される障害福祉サービス等情報の

受理、調査、情報の公表等の事務を毎年度実施するに当たり、当該事務を効

率的かつ円滑に行う観点から、必要な事項を定めることを目的とする。 

（基準日及び実施期間） 

第２条 本要綱の基準日は、毎年４月１日とする。 

２ 実施期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年間とする。 

（対象サービス等の種類） 

第３条 情報の公表を行う障害福祉サービス等（以下「対象サービス等」とい

う。）は、以下のとおりとする。 

⑴ 指定障害福祉サービス（共生型障害福祉サービスを含む。） 

指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定

療養介護、指定生活介護、指定短期入所、指定重度障害者等包括支援、指

定施設入所支援、指定自立訓練、指定就労選択支援、指定就労移行支援、

指定就労継続支援、指定就労定着支援、指定自立生活援助及び指定共同生

活援助 

⑵ 指定地域相談支援 

指定地域移行支援及び指定地域定着支援 

⑶ 指定計画相談支援 

⑷ 指定通所支援（共生型通所支援を含む。） 

指定児童発達支援（指定発達支援医療機関が行うものを除く。）、指定放

課後デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育所等訪問支援 

⑸ 指定障害児相談支援 

（報告対象事業者） 



第４条 障害者総合支援法第７６条の３第１項及び児童福祉法第３３条の１８

第１項の規定により、報告の対象は以下の事業者とする。 

⑴ 対象サービス等の提供を開始しようとする事業者 

⑵ 基準日より前に対象サービス等を提供している事業者（災害その他報告

を行うことができないことにつき正当な理由があるものを除く。） 

（障害福祉サービス等情報の報告） 

第５条 事業者は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス 

等情報公表システム」（以下「情報公表システム」という。）を通じ、障害福

祉サービス等情報の報告を行うものとする。 

（報告の開始） 

第６条 報告の開始日は、第４条⑴の事業者にあっては、対象サービス等の指

定を受けた日とし、同条⑵の事業者にあっては、報告を行う年度（以下「報

告年度」という。）の５月１日とする。ただし、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働令第１９

号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。）第６５条の９の８第３号

及び児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第３６条の３０の

４第３号に規定する「経営情報」（以下「障害福祉サービス等事業者経営情

報」という。）については、当該障害福祉サービス等事業者の毎会計年度の

決算日の翌日とする。 

（報告の期限） 

第７条 報告の期限は、第４条⑴の事業者にあっては、対象サービス等の指定

を受けた日から１か月以内とし、同条⑵の事業者にあっては、報告年度の７

月３１日とする。ただし、障害福祉サービス等事業者経営情報の報告につい

ては、当該障害福祉サービス等事業者の毎会計年度終了後、３月以内に行う

ものとする。この場合において、報告に係る会計年度の報告の期限が令和８

年３月３１日以前となるときは、その期限を令和８年３月３１日までとす

る。 

（障害福祉サービス等情報の内容） 

第８条 事業者が報告する障害福祉サービス等情報は、第４条⑴の事業者にあ

っては、対象サービス等の種類に応じ、障害者総合支援法施行規則別表第１



号又は児童福祉法施行規則の別表第２に掲げる項目とし、第４条⑵の事業者

にあっては、対象サービス等の種類に応じ、障害者総合支援法施行規則別表

第１号、第２号に掲げる項目及び障害福祉サービス等事業者経営情報、又は

児童福祉法施行規則別表第２、別表３に掲げる項目及び障害福祉サービス等

事業者経営情報とする。 

（公表の時期） 

第９条 障害福祉サービス等情報（障害福祉サービス等事業者経営情報を除

く）の公表の時期は、第４条⑴の事業者の報告に係る情報については、報告

後１か月以内とし、同条⑵の事業者の報告に係る情報については、報告後２

か月以内とする。 

（調査の実施） 

第１０条 市は、公表を行うため必要と認めるときは、障害者総合支援法第７

６条の３第３項又は児童福祉法第３３条の１８第３項の規定により調査を実

施する。 

（情報の更新） 

第１１条 事業所は、法人及び事業所等の名称、所在地、電話番号、ＦＡＸ番

号、ホームページ及びメールアドレスに修正又は変更のあるときは、第７条

及び第８条の規定にかかわらず、随時、情報公表システムを通じて報告を行

うこととする。 

（是正命令等を受けた場合の取り扱い） 

第１２条 事業者は、障害者総合支援法第７６条の３第４項及び児童福祉法第

３３条の１８第４項の規定により市から報告、報告の内容の是正又は市の調

査を受けることを命じられたときは、報告もしくは報告内容の是正を行い、

又は市の調査を受けること。 

（苦情等の対応） 

第１３条 公表されている情報（以下「公表情報」という。）に関する利用者

等からの苦情等に対応する窓口を、福祉部障害者福祉課に置く。 

２ 市は、前項の苦情等について、事業者に対する照会等を行う。 

３ 市は、前項の照会等に対し、事業者から適切な説明が得られた場合は、利

用者等に対し説明を行う。またこの場合において、公表情報の訂正が必要な



ときは、事業者から訂正の報告を受けた後、速やかに公表する。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、制度の実施に必要な事項については

別に定める。 

 

   附則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、令和８年１月１日から施行する。 


